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平成 27年 6月 19日 

 

各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社株式の監理銘柄（審査中）指定に関するお知らせ 

 

当社株式は、平成 27 年 6 月 20 日付で株式会社東京証券取引所（以下「東証」とい

います。）より監理銘柄（審査中）に指定されますので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．監理銘柄（審査中）の指定理由 

当社は、当社による不適切な会計処理により、平成 23 年 3 月期第 3 四半期から平成

24 年 3 月期第 3 四半期までの有価証券報告書等に係る訂正報告書を、株式会社大阪証

券取引所（当時）に対して、平成 24 年 3 月 14 日及び 6 月 8 日に提出した件について、

株式会社大阪証券取引所より、当社の内部統制管理体制等について改善の必要性が高い

と判断され、平成 24年 6月 20日に当社株式は特設注意指定銘柄に指定されました。 

平成 27年 6月 20日をもって当該指定から 3年が経過することとなります。今後、当

社から東証に提出する内部管理体制確認書の内容等を東証から確認され、内部管理体制

等に問題があると認められた場合には、当社株式の上場廃止が決定されるため、当社株

式ついて上場廃止となるおそれがあると判断され、監理銘柄（審査中）に指定されまし
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た。 

 

２．監理銘柄の指定期間 

平成 27 年 6 月 20 日から東証が当社株式について上場廃止基準に該当するかどうか

を認定した日まで 

 

３．今後の対応 

この監理銘柄（審査中）指定により、株主、投資家をはじめとする関係者の皆様には、 

多大なるご心配とご迷惑をお掛けしており深くお詫び申し上げます。 

今後とも、社内体制の改善に取り組み、監理銘柄（審査中）の指定を解除できるよう 

努めてまいりますので、変わらぬご支援をお願い申し上げます。 

 

以上 


